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「トイレの便器数に係る基準と適用のあり方に関するガイドライン」の策定について 

 

令和７年６月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針 2025」において、女性用トイレ
の利用環境の改善に向けた対策の推進が位置付けられました。これを踏まえ、同年 7 月に「女性用
トイレにおける行列問題の改善に向けた関係府省連絡会議」が開催され、今後の方針の１つとして
「トイレの設置数に係る基準の点検・見直し」が示されました。 

国土交通省では、当該方針に対応するため、新たに「トイレ設置数の基準と適用のあり方に関す
る協議会」を立ち上げ議論を行い、パブリック・コメントの実施を経て、「トイレの便器数に係る基
準と適用のあり方に関するガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）を策定いたしました。 

つきましては、本省各局におかれては、局内関係部局等及び所管事業者へ下記の内容について周
知いただくとともに、男女問わず誰もが安全で快適にトイレを利用できる環境の実現を目指し、ガ
イドラインを踏まえた取組の推進に向けた働きかけをよろしくお願いいたします。 

 
＜トイレの便器数に係る基準と適用のあり方に関するガイドライン＞ 
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/sosei_barrierfree_tk_000374.html 

 
＜その他補足＞ 
○ ガイドラインに記載のとおり、今後行列問題の改善状況をフォローアップすることも予定して

おります。なお、フォローアップの実施時期によらず、行列改善に向けた取組を実施された場合
は、当課まで積極的に報告いただけますと幸いです。 

○ イベント開催時における仮設トイレにおいても、令和 7 年 7 月に発出した事務連絡「イベント
開催時における女性用トイレへの配慮に係る関係団体への呼びかけについて」（別紙参照）を参考
にしていただき、女性用トイレへの配慮（トイレ設置数や設置エリアの工夫、トイレの柔軟な一
時転用及び混雑緩和のための案内・情報提供）にご協力いただくよう、お願いいたします。 

 

 
 
 
 
 

＜問い合わせ先＞ 
国土交通省総合政策局共生社会政策課 村田、内田、泉、久保木 
ＴＥＬ：03-5253-8111（内線 25-528、25-529） 
メール：hqt-kyouseitoilet@gxb.mlit.go.jp 
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各局等担当課 宛 

 

国土交通省総合政策局 

共生社会政策課 

 

イベント開催時における女性用トイレへの配慮に係る 

関係団体等への呼びかけについて（依頼） 

 

平素より、ジェンダー主流化の推進に、ご理解とご協力をいただきありがとうございます。  

 

令和 7 年 7 月 9 日に開催された「女性用トイレにおける行列問題の改善に向けた関係府

省連絡会議」（議長：内閣官房副長官補）において、政府の当面の対応として、この夏や秋

に実施される花火大会や秋祭り等に際し、イベント主催者が仮設トイレを設置する際の設

置数や設置エリア等について適切に配慮するよう、関係府省において、関係団体に呼びか

けを行うよう指示されたところです。 

 

 つきましては、この趣旨を踏まえ、イベント主催者等（イベント会場管理主体や輸送機

関などの関係機関を含む）に、広く呼びかけが伝わるよう、事業者団体・協会、地方支分

部局・事務所等の所要の関係機関あて、別紙を参照の上、速やかに、協力依頼を発出して

いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 また、発出先の事業者団体・協会等については、当課に遅滞なくご報告いただきますよ

う、よろしくお願い致します。 

 

 

【問い合わせ先】 

                 総合政策局共生社会政策課 

電話 03-5253-8305（直通） 

（内線）25‐528 

                （担当）村田・内田・久保木 

murata-y2mw@mlit.go.jp 

uchida-y2kq@mlit.go.jp 

kuboki-r53cc@mlit.go.jp 

  

別紙 



（別紙） 

 

 

イベント開催時における女性用トイレへの配慮について（ご協力依頼） 

 

 

花火大会や盆踊り、野外フェス等多くのイベントが開催される季節となる中、円滑な入退場や交通の

確保、近隣住民への配慮、仮設トイレの設置等様々な対応に努められていることに敬意を表します。 

 

一方で、イベント時におけるトイレの長い行列は、行列を心配して水分補給を控え、熱中症の危険性

にもつながる恐れがあります。特にトイレの行列は男女間で待ち時間の差が生じる場合もあるところ、

政府としても、女性用トイレにおける行列問題の改善に向けた関係省庁連絡会議を立ち上げ、これらの

待ち時間の差ができるだけ少なくなるよう取り組むこととしています。  

 

ついては、関係機関の皆様におかれては、既にご対応いただいているところと存じますが、男女とも

に安心して快適にイベントを満喫できるよう、トイレの利用環境の整備に当たっては、改めて以下の点

へのご配慮をお願いします。  

 

（トイレ設置数や設置エリアの工夫）  

１ イベント開催時に仮設トイレを設置する場合は、男女で混雑の程度についてなるべく差が生じない

よう、バランスの取れた設置数、設置エリアの工夫等をお願いします。  

 

（トイレの柔軟な一時転用）  

２ 近隣施設の管理者等と調整した上での近隣施設のトイレの一時的な活用や、常設の男性用トイレの

女性用への一時転用など、柔軟な対応をお願いします。  

 

（混雑緩和のための案内・情報提供）  

３ 会場内に複数のトイレがある場合は、他のトイレ利用状況について適切に案内することや、イベン

ト開催のお知らせのチラシ等においてトイレの位置、規模、混雑予測などの様々な情報を参加者に周知

いただくことをお願いします。 

 


